
はじめに　ゲスト紹介

【須田】それでは，定刻になりましたので，平成 18年

度日本弁理士会知財流通流動化検討委員会主催の座談

会を始めさせていただきます。本日の進行役を務めさ

せていただきます委員長の須田浩史でございます。よ

ろしくお願いいたします。

初めに，私の方から皆様方の略歴の御紹介を申し上

げるとともに，今回の座談会のねらいについても御説

明申し上げたいと思います。

まず，今回の座談会の狙いですけれども，私ども，

知財流通流動化検討委員会は，ちょうど信託業法の改

正がされました平成 16年度に発足されまして，以来，

3年間，知財流通流動化につきまして調査，研究を進

めてまいりました。

この「知財流通流動化」という言葉の定義ですけれ

ども，非常にあいまいではありますが，お手元に配り

ましたマップに示してあるように分類されるものと私

どもは解釈しております。具体的には，開発当初のフ

ァンド，それからその後の新株予約権付融資，知的財

産の担保融資，さらには信託や証券化，その全般にわ

たってのライセンス，こういった概念がすべて含めら

れるものとして私どもは解釈しております。

この各テーマについて，私ども，調査，研究を進め

てきましたが，その過程で，このような知的財産権の

活用に関しまして，やはり弁理士の関与というものが

必要なのではないかという認識を持ちまして，その認

識が本当に正しいのか，正しいとしたならば会員に向

けて広くお知らせしていきたいという認識が高まり，

今回の座談会に至りました。

私どもは，常日ごろ，大企業，中小企業やベンチャ

ー企業とおつき合いがあるものですから，そういった

方々から，知的財産を対象資産とした担保融資や信託，

ライセンスなどの相談があったとき，どの方にどうい

った相談をすればいいのかといった橋渡しの役割も担

っていきたいと思っております。そういった場合に，

具体的にはどういった関与の仕方があり得るのかとい

うところも，きょうの座談会の討論の中で見出せたら

なと思っております。

それでは，ゲストの皆様の略歴の御紹介に入らせて

いただきます。

まず，テクノロジー・アライアンス・インベストメ

ント代表取締役社長であられます吉澤正充様。吉澤正

充様は，1989年に三菱商事に入社されて以来，技術

部，マルチメディア事業部マネージャーなどを歴任さ

れまして，2004年 10月から同社の代表取締役社長に

就任されております。知的財産とは，技術投資カーブ
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アウトの際の知的財産をどう取り扱うかという観点か

ら常日ごろかかわっていらっしゃいます。

続きまして，日本政策投資銀行新産業創造部調査役

であられます小笠原崇様。小笠原様は，1996年に日

本開発銀行，現在の日本政策投資銀行に入行されて以

来，情報通信部，情報企画部，東海支店などを経まし

て，2005年 6月から新産業創造部の成長企業支援班

融資グループにて，知財担保融資並びに新株予約権付

融資にかかわっていらっしゃいます。

続きまして，NRIサイバーパテント株式会社代表取

締役であられます高野誠司様。高野様は，1990年に

野村総合研究所に入所されて以来，96年には社内ベ

ンチャー制度を使われまして，インターネット特許情

報サービスを企画され，何と日本で初めてインターネ

ット上で特許情報を提供することを始められたのが高

野様のプロジェクトだそうです。1999年には弁理士

登録をされまして，2001年には NRIサイバーパテン

トを設立され，代表取締役社長に就任されております。

このほか，日本弁理士会の知的財産価値評価推進セン

ターでは第 2事業部長，特別部副部長を歴任されてお

ります。

続きまして，三菱ウェルファーマ知的財産エグゼク

ティブ（1）であられます高柳昌生様。高柳様は，1969

年に三菱化成工業株式会社，現在の三菱化学に入社さ

れまして，1999年から 2001年までは三菱東京製薬の

法務部長を，2001年以降は，三菱ウェルファーマの

理事といたしまして，知的財産部長，製品戦略部長を

歴任されておりまして，2006年 6月からは知的財産

エグゼクティブに就任されております。また，次年度，

日本ライセンス協会の会長に就任される予定でござい

ます。

以上，御紹介申し上げました。

それでは，続きまして，各ゲストの皆様から一言ず

つ承りたいと思います。

初めに，ファンドに関するお話として，テクノロジ

ー・アライアンス・インベストメントの吉澤様，お願

いいたします。

【吉澤】テクノロジー・アライアンス・インベストメ

ントの吉澤でございます。どうぞ，よろしくお願いい

たします。

当社は，2年半ほど前に，こちらの日本政策投資銀

行様，と三菱商事との合弁でつくられた会社でござい

まして，イノベーション・カーブアウト・ファンドと

いう，カーブアウト投資に特化したファンドとしてス

タートさせていただいております。

中身については後の議論でお話しさせていただくこ

とになると思いますが，いわゆる企業が持っている技

術とか人材，知財を社外に出し，かつ，そこに外部の

助けをいろいろ加えることによってその技術とか人

材，知財を活かしていく，こういったことに出資をし

ていくファンドを運営している者でございます。

きょうは，この座談会に出席させていただきまして，

ぜひいろいろと勉強させていただきたいと思いますの

で，よろしくお願いいたします。

【須田】ありがとうございました。

では，続きまして，知財担保融資に関するお話とし

て，日本政策投資銀行の小笠原様お願いします。

【小笠原】政策投資銀行の小笠原でございます。よろ

しくお願いします。

我々に関しては，こういうプロフィールの紙を用意

させていただきましたが，日本政策投資銀行は平成

11年に設立された政府系の金融機関でございます。

業務目的の欄にございますとおり（資料 1参照），

日本政策投資銀行法というものがございまして，「経

済社会の活力の向上及び持続的発展」など，いろいろ

な目的を持って融資をしております。最近では，「地

域」，「環境」，「技術」という 3つのキーワードに従っ

て融資メニューをつくっております。

我々の新産業創造部という部署は，会社の規模を問

わず，我こそはベンチャー企業である，成長企業であ

るという，成長志向の著しい企業を担当しておりまし

て，先ほどの 3つの柱の中では主に「技術」に強みを

持つ会社について融資対象としております。

1枚めくっていただきますと，新産業創造部の紹介

がございますが，前身が新規事業部という部署でござ

いまして，そのころからですと，もう 10年以上経過

しております。

主なメニューとしまして，本日御紹介いたします知

的財産権担保融資がございます。特許に限らず，権利

化可能な知財に関して担保評価をした上で御融資をし

ております。

そのほか，そこから派生した形で，新株予約権付融

資や，映画やアニメ等を含めたコンテンツ制作会社向

けのコンテンツ・ファイナンスなどを行っておりまし

て，1つの部署の中で，業種にしても，融資のメニュ

ーにしても，かなり幅広くやっておるところでござい
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ます。

きょうはよろしくお願いいたします。

【須田】ありがとうございました。

それでは，続きまして，NRIサイバーパテントの高

野様，お願いいたします。

【高野】皆さん，こんにちは。NRIサイバーパテント

の高野でございます。

弊社は，御紹介にありましたとおり，インターネッ

トで特許情報を提供している会社です。本日のテーマ

ですと，例えばファンドの話や融資の話，ライセンス

の話が出てきますが，当然，その相手の知財に関する

状況ですとか，周辺環境がどうなっているかという中

で，特許情報が必要になってくると思います。そうい

ったときに，いろんな情報をいろんな形でご提供可能

ですので，どちらかというと，本日御出席の方の側面

支援という形でふだんはお手伝いできるのではないか

と思っています。ですから，本日の座談会の中でも，

側面からのお手伝いという形で参加できればよいと思

っております。

【須田】ありがとうございました。

それでは，三菱ウェルファーマの高柳様，お願いい

たします。

【高柳】三菱ウェルファーマの高柳でございます。

私は，いわゆる企業弁理士でございまして，入社以

来ずっと，技術契約，ライセンス畑をやってきました。

最初は化学分野，後半は医薬分野で，今は医薬一本で

す。今日は，知財全体のマネジメント，それからライ

センスをビジネス戦略の一環として企業ではどうやっ

ているかということを，お伝えできれば良いかなと考

えております。

【須田】どうもありがとうございました。

ファンドの最新事情（資料 2参照）

それでは，続きまして，各論の議論に入ります。敬

称につきましては，「さん」としたく，各位に御願い

申し上げます。

初めにファンドに関する討論に入りたいと思いま

す。では，境さん，お願いいたします。

【境】担当させていただきます境と申します。

ファンドに関する討論につきましては，TAIの吉澤

さんにお話をお伺いしたいと考えております。よろし

くお願いします。

まず，基本的なところからお伺いしたいのですが，

「ベンチャーファンド」とはどういうものなのでしょ

うか。

【吉澤】ベンチャーファンドというのは，投資家から

集めました資金を未公開企業─上場を目指すベンチャ

ーに投資をして，そのベンチャーが上場することで得

られるキャピタルゲイン（2）を投資家の方に分配する

仕事をしているファンドでございます。

【境】一般的に，ベンチャーファンドとは，何をする

んですか。

【吉澤】もちろん，その資金をベンチャーに対して出

資する。その上で，ハンズオンといわれているベンチ

ャーの育成をお手伝いする。よく一般的にベンチャー

ファンドさんでやられているのは，役員等を派遣して

その会社がうまくいくように，そして投資した会社が

上場できるようにお手伝いしていく。そういったこと

が多いですね。

【境】なるほど，それでは，御社が特に専門とされる

形態はどういうものでしょうか。

【吉澤】当社は，カーブアウトに特化しております。
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「カーブアウト」というのは，企業が持っている技術

とか人材を，親会社が戦略性を持って切り出して，そ

こに外部の投資家，経営資源を積極的に組み込み，大

企業の中にあった技術や人材を，きちっとビジネスと

して花咲かせられるようにするものでございます。

ですから，いわゆる独立したベンチャーとは違って，

カーブアウトの場合は，親元企業から，切り出した後

も，その親元企業から一定の出資ですとかいろんな支

援を続けてもらえることが特徴となります。

【境】そうしたカーブアウトという形のベンチャーに

限らぬ事業もされていると，ちょっと耳にしたんです

が……。

【吉澤】そうですね。もちろん，カーブアウトの形態

にはさまざまありまして，一面から見ると，いわゆる

バイアウトのように事業全部を切り出してしまうケー

スもあるかと思いますが，我々としては，その区切り

は余り明確にせずに，要は，企業が持っている技術を

最大限発揮できる方法として考えて，そこにお手伝い

をする，それを広くカーブアウトととらえて対応して

いっております。

【境】そうすると，このカーブアウトという形態は，

一般的に従来から行われている，スピンアウトとかス

ピンオフとは，どのように違うのでしょうか。

【吉澤】「スピンアウト」，「スピンオフ」という言葉は，

皆さん，よくお聞きになられていると思います。経産

省さんも含めて以前から，平たい言葉で申し上げると，

スピンアウトは，企業内の従業員が親会社とけんか別

れをして出ていく，スピンオフは，友好的に退職して

独立して会社をつくるという感じで，企業発のベンチ

ャーの色分けをやってきたわけです。

カーブアウトも，ある意味，スピンオフ的な話では

あるんですが，親会社が戦略性を持って，ある事業と

か技術を切り出すのがカーブアウトです。ですから，

スピンオフ，スピンアウトの場合は，むしろ，やめて

出ていく人が中心で，出ていくときに，けんかで別れ

ていくか，友好的に別れていくかという話だけなんで

すが，カーブアウトの場合は，送り出す親会社が，こ

の技術をどうやったら最も活かせるかということをき

ちっと考えて，外に出していきますし，我々も，親元

企業と共同して新しくできた会社を育てていきます。

こういったことをカーブアウトと呼んでおります。非

常に日本的であり，日本に一番合った，技術のベンチ

ャーの仕組みであると考えております。

【境】では，そのカーブアウトという手法に着目する

ようになったきっかけについて教えていただけますで

しょうか。

【吉澤】日本の場合，皆さん，御存じのように，残念

ながら，技術と人材が大企業に集中しているわけです

ね。大学を卒業─理工系を卒業された技術者の方はほ

とんどが大企業に就職する。特許もほとんどが実際に

は大企業で出願されていて，日本の特許出願数は世界

で 1番，2番と言われていますが，実際にはほとんど

が大企業にある。そういうことを見ても，日本の場合

は，大企業に技術と人材が集中しているという状況が

あるかと思います。

ところが，一方で，我々は特に電子産業を中心によ

く見ているんですが，そういったメーカーが順調かと

いうと，必ずしもそうではない。親元企業が順調でな

いと，どんなにいい技術とか人材がいても，それをう

まく商業化できない，商品化まで持っていけない。そ

ういうケースがたくさんあって，要は，使いこなせて

いないというか，眠っている技術，人材がたくさんい

る。せっかく，いいものであるにもかかわらず，事業

化にも結びつかず，日本の GDP にも貢献しない。こ

れを，ひとつ，何かとかしていきたい。親会社の中で

その事業，技術を活かすことができないのであれば，

我々がお手伝いして会社の外に出してやれば，できる

ことはたくさんある。そういうことで，カーブアウト

手法に着目したわけでございます。

【境】では，カーブアウトの対象となる技術はどうい

うものか，教えていただけますでしょうか。

【吉澤】もちろん，カーブアウトということだけであ

れば，どの技術も対象になりますが，当社のファンド

としては電機・電子産業を基本的な範囲としておりま

す。さらに，メーカーの中で，ある程度，技術が熟成
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されてきていて，そこに我々の資金やマーケティング

等のサポートをすることで事業が展開できる，そうい

ったものを主として対象にしております。

メーカーさんの中で技術があって，ある程度事業化

が視野に入りそうであっても，実際にはうまくマーケ

ティングのためのリソースが注がれていなかったりす

る。あるいは，もう少しほかとアライアンス（3）を組

めばうまくいくものがあったとしても，なかなかメー

カーさんにそこまでの懐がない場合は，どうしても最

低限の研究開発費で例えばつないでいるだけの案件に

なっていたり，あるいはそのエンジニアは，ほかのこ

とをやれと言われていたりとかする。こういうものに

対して何とか我々の方で事業化のお手伝いができれば

という想いでやっております。

【境】そうしますと，化学メーカーや機械メーカーか

らのカーブアウトは，想定外なんでしょうね。

【吉澤】ただ，我々は，分野として電子産業を見てお

りまして，今は産業が非常に複雑化しておりますので，

例えば液晶やプラズマの電機メーカーさんが，化学メ

ーカーさんがつくられたある部材，材料を購入して使

うとか，機械においても，機械メーカーさんのつくら

れた半導体製造装置を半導体メーカーさんが使う。そ

ういうことで，業界的にはかなり複雑に入り組んでお

りまして，協業，一緒にやっている状態になっていま

す。その意味では，「電子産業」というキーワードで

の技術分野に関連する幅広い業種の企業を，我々とし

ては対象としているわけではあります。

一方で，我々は，電子産業というのは日本の強みの

産業の一つという認識をしておりまして，まさに「電

子立国」といわれているような，この部分を，やはり，

もっともっと強くしていきたいという想いで電子産業

分野としております。ただし，業界というかメーカー，

いわゆる関与させていただいている親会社さんは，別

に電機メーカーとか電子メーカーという狭義のところ

に区分されるものではありません。

【境】そうしますと，電子産業につき，その基礎研究

や成熟市場の技術は対象にはされないのでしょうか。

【吉澤】非常に興味のあるところではありますが，基

礎研究の場合，残念ながら時間がかかるものが多いん

ですね。例えば商品化まで 10年かかることになりま

すと，正直言いまして，ファンドの期間は 10年です

から，ファンドとしては，10 年以内に投資をして，

その事業が成功して，ある程度上場できるところまで

持っていかないといけない。となった場合，基礎研究

だとどうしても少し足が長過ぎて，我々のファンドで

は支援し切れない部分がございます。

一方で，事業としてきちっと数字ができて，何十億，

何百億の売り上げがあってというふうになりますと，

今度は，こういった支援するファンドというよりは，

むしろ，いわゆる，まさにバイアウトファンドのよう

な，買い取って，ほかに売却するような，そういうも

っと資金規模の大きいところが取り組んできますの

で，それも我々のファンドとしては余り対象とならな

いかなというところです。ちょうど商品化が済んで，

これから事業を開くというあたりが，一番，我々とし

ては狙っていきたいところと考えてはおります。

【境】では，カーブアウトを利用すると，どのような

メリットがあるとお考えでしょうか。

【吉澤】大企業内の技術をベンチャーとして新たに事

業化する方法として，社内ベンチャーといわれている

方法がよく行われていたかと思うんです。それに対し

てカーブアウトは，ある種，親会社の助けを得ながら

も，外の資本をたくさん入れて独立した会社になると

いうところが違います。大きな違いは，まさにその仕

組みのところなのです。要は，外部の資本を入れるこ

とによってカルチャーが変わるのです。

社内ベンチャーであると，親会社の中にありますか

ら，何だかんだ言っても，例えば大きなお金を動かす

ときの仕組み─社内にある組織と大きな会社の人事措

置は，全部同じで，周りの人を見回すと，全員が親会

社からの出向者であるということになり，独立したベ

ンチャーといっても実は社内の一部分でしかない。そ

うではなくて，切り出すことによって独立性が高まる。

考え方が変わりますから，市場，マーケット，あるい

は技術に対しての見方が非常に素早くなる，敏感にな

るんですね。

例えば，自分の 100％子会社だと，A，B，C，3つ

の技術を組み合わせてある商品をつくりましたといっ

た場合に，Cだけちょっと二流技術でしたということ

であっても，もし，その親会社が A，B，C，3つの

技術を持っていたら，その 3つを使って商品化しよう

とするわけですね。

ところが，独立をして，この会社を何とか事業化ま

で持っていこうとすると，Cが二流品の技術であれば，

親会社の技術は使わないでほかの技術を使っていけば

いいわけです。例えばコンペティターの技術を使うと

か，大学でも，ベンチャーでもいいのですが，そうい

うのを組み合わせることによって一番いい商品ができ
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る。そういうふうに，外部資本によって，カルチャー

や考え方を変えることができるのですよ。

これは，まさにオープン・イノベーションの考え方

なのですが，こういったことを実現できるのがカーブ

アウトといいますか，外部に出して独立経営すること

のメリットになるわけです。あとは，そのスピード感

とか，カルチャーを変えること，これが大きなメリッ

トになると思います。

【境】ありがとうございます。技術や知財を最も輝か

せるためにカルチャーを変えていくことが必要なので

すね。それでは，次に，カーブアウトベンチャーの具

体的な仕組みについて，御説明いただければと思いま

す。

【吉澤】お手元の資料で，「カーブアウト」と書かれて

いるものをご覧下さい。親元企業からある技術を切り

出して，カーブアウト企業をつくって，そこに投資を

していくというところまでが，切り出しのイメージで

す。実際には我々は，「経営支援・事業育成コンセプ

ト」とございますが，一つは，こういったイメージで

やるわけです。

この絵の左上が大企業でございまして，大手企業さ

んの中に，ここには「企業内プロジェクト」と書いて

ありますが，商品開発とエンジニアリングとプロジェ

クト・マネージャーがいる，ある技術のグループがい

ます。この人たちがカーブアウトを考えた場合，ここ

にない機能は，例えば経営であり，戦略であり，マー

ケティングであり，あるいは総務，人事とか，そうい

った機能であります。会社として動くには必要な部分

ですが，大企業の中の一プロジェクトとしては存在し

ないような部分ですね。ですから，切り出したとき，

大企業，親元企業からはこういったプロジェクト・チ

ームが出てきますが，それに対して我々が，まずはそ

の会社の一部の役割を果たすような形で，戦略とかマ

ーケティングとか，バックオフィスのお手伝いをす

る。

さらに重要なのは，このプロジェクト・マネージャ

ーは，通常であれば，新しくつくった会社の社長にな

ることが考えられますが，そうではなくて，我々か，

あるいは外部から社長を連れてきて，その会社の体制

をつくっていくということで，まず会社をスタートさ

せる。その上で，この会社が上場を果していただかな

くてはいけないので，自立，上場できるように徐々に

体制をつくっていく。我々の助けのもとで動いている

形から，自社でこういった体制を持てる形にどんどん

移行していくわけです。これが，基本的なカーブアウ

トのやり方のスタイルだと考えております。

【境】わかりました。

このようなカーブアウトベンチャーの体制の中で，

我々，弁理士はどのような形でかかわっていけるとお

考えでしょうか。

【吉澤】例えば，「知財・契約・スキーム」とございま

すけれども，実際には，カーブアウトといっても，出

てくるものはまさに技術と人です。もちろん，設備と

かそういったものもありますが，基本的には技術と人

なのですね。技術は，知的財産権に具現化されており

まして，それを実際にはどういうふうに切り出してく

るかが，まさに一番重要なところです。その切り出し

のところまでの仕組みをつくるというのが一つです。

それと，切り出した後，これは技術ベースのベンチ

ャーですから，当然，知財戦略として競合他社に対し

て色々な勝利を得なければいけない。もう一つが，そ

ういう中でどういう知財をどのように保護活用してい

くかという，切り出した後の事業戦略です。

この 2点が，知財として，あるいは弁理士の方々に

ぜひ御相談したいところなのです。

この辺のところは，またディスカッションのところ

でお話しさせていただきたいと思いますが，実は，切

り出す前から非常に，この技術は親会社が持っていた

い，この技術は外に出してもいいとか，この技術は出

してもいいけれども，この技術に関連すると，ほかの

技術の特許権に抵触するから，これはどうかしてくれ

とか，出したいのだけれども，クロスライセンスにな

っているんだよねとか，こういう複雑なことが知財の

場合にはありますので，この辺をきれいなスキームと

して組んでいきたいというのは常に考えております。

【境】では，カーブアウトベンチャーの最終局面，

EXIT戦略について教えていただけますでしょうか。
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【吉澤】当然，いわゆるファンドとして投資した会社

の株をある形で売却をして，ファンドとしては EXIT

するということですが，我々としては上場してもらう

会社をつくることが第一の目的です。もちろん，状況

に応じてその会社を外に売却する，あるいは親元企業

による買い戻し─親元企業が買い戻したいということ

で，もう一度株を買い取っていただくことも想定して

おりますが，基本的には IPO（4）できる会社にすると

いうことは，会社の中ですべての機能は一通り完結で

きるようにするということです。

先ほど御説明した，絵では，外からの力に助けても

らって何とかやるということになっておりますが，そ

れを，コンプライアンスですとか，いろんな体制も含

めて上場ができる体制に持っていくというのが，基本

的な我々がやっていくサポートになるかと思います。

【境】どうもありがとうございました。

【須田】ありがとうございました。

今のお話の中で，ファンドに関する業務を含むカー

ブアウトの実態を把握することができました。また，

その中で私ども，弁理士の関与というところの将来像

が少し見えたような気がしております。今のテーマに

関する討論は，引き続き，後半の全体討論で行いたい

と思います。

知財担保融資の最新事情（資料 1参照）

【須田】続きまして，知財担保融資に関する討論に入

らせていただきたいと思います。それではよろしくお

願いいたします。

【愛智】担当の愛智と申します。

小笠原さんには，昨年 9月に当委員会で御講義いた

だきまして，大変有意義な話をありがとうございまし

た。

私の方も基本的なところから入らせていただきます

が，まず，定義といいますか，知的財産権担保融資と

はどういうものか，教えていただきたいと思います。

【小笠原】まず，イメージを少し膨らませていただく

ために，そもそもどういう発想で始まったかというと

ころにさかのぼってみたいと思います。

当然，普通のベンチャー企業は，民間銀行とお取引

があって，そこで運転資金や設備資金を調達されます

が，与信枠，例えば保証協会の借入枠がありまして，

ある程度まで来るとそれ以上の金額をなかなか借りづ

らくなってきますので，プラスアルファの資金調達を

したいという企業が，我々に相談にくるというケース

が多くなっております。

そのような企業において，土地，建物のような不動

産があれば，それを担保として資金調達できるのかも

しれませんが，所有していない企業が多いものですか

ら，こちらから何か担保設定可能な知的財産権があり

ませんかと逆提案をして，融資の審査をする中で知的

財産権を評価していこうという形になります。そのた

め，融資にかかる審査と，知的財産権の市場性の評価

は，同時並行に進んでいくとお考えいただければと思

います。

では，どうやって我々が審査していくかですが，非

常に重視しておりますのが，我々が独自に行うヒアリ

ングです。例えば，その企業の製品のお客様や，ライ

バル商品のお客様，その業界に詳しい業界団体など数

カ所に対し 1カ所当たり 30分とか 1時間ぐらい，話

を聞きにいきまして，その中でこの商品や技術はいけ

るかな─貸せるかなという心証形成を徐々に積み重ね

ていく形になります。

その意味では，我々の融資審査から出てきた答えが，

同時に市場性の評価につながっているとお考えいただ

ければと思います。

【愛智】ありがとうございます。

では，統計的なことをお伺いいたします。前回の講

演のときに，1995年から昨年度まで，累積融資件数

が 280 件，累積融資額，約 170 億と伺いましたが，

2006年度のデータとしてはどうでしょうか。伸びて

いるとか，伸びていないとか，そういう具体的数字を

教えていただけませんでしょうか。

【小笠原】新聞に公表しているベースになりますが，

2006年度は 1月ぐらいまでの時点で，約 20件，融資

の額が 15億円ですので，ペースとしては特段，変わ

ってはいないかと思います。

この数字から，融資 1件当たりの金額が数千万円と

いうことがお分かりいただけると思います。これは，

我々が対象とする企業の規模から来ております。例え

ば売上 10億の企業であれば，年間の研究開発費は大

体これくらいと決まってくる。それくらいの規模の企

業が多いことが，この割り戻した結果につながってい

るのかなと思います。

もう一つ，つけ加えますと，融資の額自体が，例え

ば 1億とか 5億とか 10億という金額になりますと，

知的財産権担保融資はやや不向きなのかなと考えてい

ます。それくらいの金額の融資を希望されるようであ

れば，もう少し別のスキームを考えた方がいいのかな
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あと思いながら，ふだん，やっております。

【愛智】20件とおっしゃったのは，特許だけですか。

【小笠原】先ほど知的財産権担保融資はいろいろあり

ますとお話ししましたが，基本的には特許権と，もう

一つプログラムの著作権がございまして，大体，半々

ぐらいになっております。

我々に対して融資の相談にいらっしゃる企業の業種

は，例えば IT関係の企業や工作機械とか半導体の製

造装置メーカーといった，いわゆるハイテクの企業が

多いものですから，結果的に特許とプログラムの著作

権が大体，半々ぐらいになっているということです。

【愛智】大体，産業財産権が半分，著作権が半分とい

う感じですか。

【小笠原】そうですね。たまに一，二件，変わった担

保をとってくれという企業もございます。

【愛智】次に，知的財産権担保融資において，返済さ

れずに担保処分に至るケースは，大体全体の何％ぐら

いになるのでしょうか。

【小笠原】多分，これが非常に興味あるところだとは

思うのですが，我々のデフォルト率は厳格に内部管理

しており，公表していないということで，御了解いた

だければと思います。

ただ，リスクが高いから，見合わないということは

ございません。当然，それに見合った金利の設定です

とか，条件面の設定をしておりまして，リスクが高い

から経済合理性に合わないとか，早くやめろとか，そ

ういうことにはなりません。それなりのリスク観で行

っているというところになります。

【愛智】融資を申請して認められる割合は，どのくら

いなのでしょうか。

【小笠原】担当者の感覚ということでお許しいただけ

ればと思いますが，我々の部署には，月に数十件，融

資相談が来ます。ホームページを見て電話をかけてき

たというのがほとんどで，そのまたほとんどが，1回

の電話で終わってしまうという形です。何か具体的な

計画をつくって電話をかけてきたというよりも，イン

ターネットで検索して「あ，こういうのがあるんだ，

おもしろそうだな」という形で電話をかけてくる企業

が多い。逆にそういう企業ですと，我々が電話でアド

バイスをするケースが多く，例えば資金調達は，もう

少しこうやったらいいんじゃないんですかとか，ほか

の支援制度，こういうのを使った方がいいですよとか，

アドバイスしてあげるケースが多くなっております。

なるべく，たらい回しにならないように，どこどこ

に電話をしてみてくださいではなくて，あそこに行け

ばああいうのがあるはずなので，電話したらどうです

かというふうな対応を心がけております。

その結果として，先ほどの年間で 20件ということ

ですので，相当，率に直すと割合は低いということは

御想像いただけるかと思います。

【愛智】もう数％台ですね。

【小笠原】そうです。

【愛智】では，どのようなものが知的財産権担保融資

にマッチしているといいますか，資金調達を希望して

いる企業は，どのような条件を満足すれば融資を受け

ることができると考えられるのでしょうか。

【小笠原】逆に，どのような相談が融資に至らないか

というところを幾つか列挙するとわかりやすいかなと

思います。

1つ目は，いわゆる個人の発明家さんからの，特許

を出願しました，成立しました，今から事業を立ち上

げるので融資して頂けませんか？　というパターンで

す。2つ目が，そういう段階を経て，開発がある程度

進みましたが，いざ量産という段階になって資金がな

くなってしまいました，融資してくれませんかという

パターンです。3つ目が，それで何とか試作品ができ

ました，今，いろいろ売り込んでいて，売り上げは立

ってないけれども，周囲は高く評価してくれる，「こ

れは絶対売れる」，「これは何十億の価値，ありますよ」

と，持ち上げられて，おだてられるというパターンで

す。4つ目が，外部評価をもらったら，何十億の価値

があると評価されたので，何十億貸してくれませんか

というパターンですね。これらが融資に至らないパタ

ーンです。

皆さん，非常に頑張って，そういう開発をされた結

果ですので，そこは我々もすごく評価していますが，

一つ，金融機関の立場から申し上げたいのは，事業を

立ち上げるに際には，相応しい資金計画の立て方があ

るということです。その辺は吉澤社長の御専門の分野

かもしれませんが，自己資金と外部からの借り入れと

のバランスをある程度ちゃんと考えた上で資金計画を

立てていただきたいなと，相談を受けていて日々感じ

ているところでございます。

そういうところがないまま，いきなり，まず我々に

電話してみるというケースが多いものですから，我々

からこういう資金計画を立てられたらどうですかと，

アドバイスするケースが多くなっております。

以上を踏まえて，では，どういう要件を充足すれば

知的財産の活用の最新事情

パテント 2007 － 70 － Vol. 60 No. 6



ということになりますが，やはり，その辺の資金計画

がちゃんとできているという部分と，あと，我々が，

「よし，これはちょっと取り上げてみよう」と思うよ

うな，売上の実績ですとか，その製品についてお客さ

んがある程度，既にもうついている，もしくは，こう

いう契約ができつつありますよというところを二，三，

提示していただければ，じゃあ，本腰を入れて審査して

みようという形につながっていくことになります（5）。

【愛智】知的財産権が事業と結びついていることが必

要で，純粋な技術的価値ではないのだな，ということ

なのかと感じました。それでは，具体的な手続につい

てお伺いします。担保の種類ですが，担保物権につい

ては，特許に限りますと，質権設定と譲渡担保があり

ますが，どのように使い分けておられますか。

【小笠原】我々，銀行の立場からしますと，やはり，

質権を設定する方が法的にも効力が明確であるもので

すから，なるべく質権設定をしたいのですが，出願中

である特許を受ける権利に関しては，御存じのとおり，

特許法によって質権設定ができませんので，譲渡担保

にさせていただいております。つまり，成立済みの特

許権に関しては質権，出願中である特許を受ける権利

については譲渡担保と切り分けております。

もう一つのパターンとしては，我々が融資している

間に出願中のものが特許権となることもありますの

で，そういう場合は，一度，名義を相手先に戻して改

めて質権を設定するという形でやっております。

【愛智】最後に，私ども，当委員会では，『知財金融流

通基本テキスト別冊』ということで，知的財産担保融

資編を作成中ですが，そこで，各章ごとに弁理士のか

かわりという項目を設けていろいろ列挙しました。そ

の中で，金融機関の立場からすると，どういうことを

主に弁理士に望まれているのか，教えていただきたい

のですが。

【小笠原】今までは，担保設定時に相手先を経由して

間接的にお願いするというケースが多く，どの弁理士

さんにお願いするかは先方の判断を尊重しています。

ただ，今後は，融資の前後においてもいろいろお願

いするケースが増えてくるかなとも考えております。

一つは，担保設定前においての価値評価です。こち

らが行う価値評価と，あと，融資を申し込まれた企業

が行う価値評価をぶつけ合うというのが，いい検討材

料になると思います。もう一つは，担保設定後といい

ますか，例えば処分時においての評価になります。

我々は，要はなるべく高く売りたいわけですので，そ

ういう我々の評価が例えば第三者から見て妥当なのか

どうか，コメントをいただくという形で，何かお力を

かりる機会が今後，あまり増えて欲しくはありません

が，生ずるのかなあと感じます。

今までは，本当に閉じた世界の中での，要は，我々

債権者，対，事業を買い取るスポンサーの争いであっ

たり，そこで 1対 1でやり合うというケースとなるも

のですから，そこに第三者の意見を入れていただくと

か，そういうことも今後増えてきてもいいのではない

かと考えております。

【須田】どうもありがとうございました。

知財情報活用に関する最新事情（資料 3参照）

【須田】それでは，続きまして，知財情報に関する討

論に移らせていただきます。

【鈴木】知財情報担当の鈴木健治です。この企画，も

しくはこの委員会で種々検討しているときに，どうし

ても最後は，何かを売りたいとか，この業種はどうな

っているのかというところで話が煮詰まる傾向が高

い。弁理士なので，特許情報を，特許出願のための先

行技術調査としてのみならず，もっと活用したらいい

のではなかろうかという問題意識があります。委員会

でこういう座談会をするときに，知的財産権の活用の

局面での特許情報の利用という観点で，高野さんは

色々と先を見たアイデアを出してくださっております

ので，パトリスですとかトムソンとか，いろいろあり

ますが，今回，高野さんをお招きして，皆で話を聞い

た方がいいのではないかと提案し，了解を得ました。

早速ですが，NRIサイバーパテントでは，どういっ

た情報を集めたり，生成したり，提供したりしている

のでしょうか。ご準備いただきました資料を御参照い

ただきながらでも結構ですので，御説明いただけます

でしょうか。

【高野】1ページ目にありますとおり，まずは各特許

庁からの特許情報です。具体的には日本，アメリカ，

ヨーロッパです。現在，中国を準備しています。この

雑誌（「パテント」）が発行されるときには，中国も収

録されていると思います。それと，PCTです。そう

いった，各国・各機関の公報情報をまず収録していま

す。

日本については，審査，審判，登録後の情報といっ

た特許庁内部にある情報を，整理標準化データという

形で特許庁から提供いただき，それを加工し提供して

おります。
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例えば，1ページ目の右の図は，審査経過をフロー

表示したものです。このような加工ができます。特許

庁から出ているデータは，審査請求がありましたとか，

拒絶理由通知をこの日に出しましたとか，審判があり

ましたとか，そのようなテキストデータですが，弊社

サービスでは視認性の高い，ビジュアル的な形で表示

することができます。

実施の表示画面はカラーです。経過したところを，

赤い線と，青いボックスで結んでいます。このフロー

を見ると，この出願はどこまで行って，例えば拒絶さ

れたのか，あるいは特許になったのか，あるいは年金

をどこまで払っているのかなど，がわかります。

二次的に加工するとおもしろいのは，単に，先行技

術調査だけではなく，今，鈴木さんがおっしゃったよ

うに，今回のテーマに近いことで言えば，評価に有用

なデータも作成できますし，二次加工することによっ

て利用のシーンが膨らむと思います。

【鈴木】経過情報を何か検索のキーにして分析したり

することもできるんですか。

【高野】そうですね。例えば分野を，IPCとか FIとか，

皆さん，御存じの技術区分のようなもので区分けでき

ますので，それで，まず業界ごとに母集団を分けるこ

とができます。その次に，例えば弁理士（代理人）で

検索して，さらに，先ほど申し上げた審査経過の情報

がありますから，特許の成立率などまで追っていくこ

とができます。そうすると，特定分野での存在感のあ

る弁理士がわかります。

あるいは，先行技術調査について，弁理士は，クラ

イアントである出願人企業から出願書類に関する仕事

をもらって，普通ですと，先行技術調査はほとんど出

願人企業に任せて，あとは書くだけという感じですが，

こういった情報を使うと，例えば今回のテーマのファ

ンドですとか，融資とか，あるいはライセンスをする

場合に，単に相手先の技術だけではなくて，今，対象

となっている技術の周辺にどんな技術があるのかがわ

かります。

後ほどの議論の中でも紹介させてもらえればよいの

ですが，例えば類似特許を見つけるツールがあります。

類似特許をどんな企業が持っているかを見れば，その

製品の市場にどのようなプレーヤーがいて，どのよう

な特許を持っていて，今，例えば融資先，あるいはフ

ァンドの対象としている企業がどういった技術的な立

場に置かれているかということを見ることもできま

す。そういった情報の活用方法もあると思います。

【鈴木】ありがとうございます。この資料にあります

「テキストマイニング技術」というのは，どういうも

ので，どんなことができるのか，教えていただけます

でしょうか。

【高野】私のスライドの 1 ページ目に「T R U E

TELLER パテントポートフォリオ」というソフト名が

出ております。この商品は，「テキストマイニング技

術によって，書誌事項から明細書まで分析可能なソフ

ト」です。

「TRUE TELLER」に使用している「テキストマイ

ニング」技術というのは，昔（といっても 10年ほど

前ですけれども）からありまして，例えば，お客様窓

口ですとか，コールセンターのようなところで，お客

さんの苦情ですとか，いろいろな問い合わせに対応す

るオペレーションセンターで受け付けたテキストデー

タをためておき分析することで，次の商品アイデアや

ヒントに関する情報を導き出す技術です。

つまり，直接，一個一個のデータからはわからない
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けれども，データを総合すると新しい発想が見えてき

たり，新しい商品コンセプトが出てきたり，新しいア

イデアが出てくるというのが，テキストマイニング技

術を活用していた分野ですが，それを我々は特許の分

野に応用したのです。実際の画面は，カラーですが，

スライド 1ページ目右下の絵です。それぞれの技術を

マッピングして，ある技術分野で A社と B社を比較

しておりまして，産業界全体では，それぞれの背景図

にあるとおりですが，それぞれの会社が，ある技術分

野に特化して出願されていることがわかります。

実際には赤外線のサーモグラフのように着色され，

多数出願されているところは赤く，それほど出願され

ていないところは青くなっておりまして，その産業界

全体の技術がどう分布しているかという背景図の中で

A社，B社がそれぞれどこに力を入れているか（各社

の出願箇所は赤い点で表現）がわかるわけです。

こういったものを見れば，その会社の特許群が，ど

こに注力して出願しているかがわかりますし，あるい

はアライアンスを組んだらどういう形になるか，競合

している分野はどこなのかがわかります。それがこの

ツールの特徴です。こういったツールを使って，我々

は，コンサルティング業務も受注しております。この

ツールは高価ですが，弁理士も，こういったツールを

持っていれば，クライアント企業に従来と異なるサー

ビスができると思います。明細書の作成だけではなく

て，コンペティターとの知財力の比較分析とか，そう

いった新しい分野に弁理士自身が乗り出していけるの

ではないかなと思っています。

【鈴木】従来から可能な，キーワードや IPC による検

索，母集団の生成から，今度は，経過情報の何かの切

り口で切ってみたり，テキストマイニングで切ってみ

たりと，検索する側の発想さえ豊かであれば，いろん

なことができそうだなということが何となくわかりま

した。

このようなツールがあるという前提で，知的財産権

の活用に対してどういう使われ方があってもいいとお

考えでしょうか。先行技術文献調査ですとか，出願の

ための現状の分析ということではなくて，成立した特

許権を中心とした活用を検討する方に，こんなことが

できるぞというのを，ざっと項目だけ挙げていただけ

れば，ありがたいんですが，お願いできますか。

【高野】問いに対する問いになってしまうかもしれま

せんが，今までの弁理士は，どちらかというと，一件

一件をいかに細かく見ることができるか，その権利関

係を詳細に分析していくということが能力の一つであ

り，弁理士たる専門知識だったと思うのですが，特許

情報自身が安価になり，大量に入手できるようになっ

てきました。また，ITが進歩してコンピューターの

ハードの速度も速くなってきましたので，多量の特許

のデータをダウンロードして，それを統計的に，あるい

はテキストマイニングのような処理をすることによっ

て，例えば SWOT（Strength Weakness Opportunity

Threat）分析として，その企業の強み，弱み，チャン

ス，リスクを分析したり，ある特許とある特許の相対

的な比較評価をしたり，特許群として位置付けを見る

ことができるようになったわけです。

ですから，今までのような，一件一件の権利関係を

見ていく仕事から，新たなところに行けるのではない

か。特許出願や特許権を，群として，ポートフォリオ

として扱ったり，あるいは相対的な優劣を見たりと，

そういったところに行く時代になってきたと思います

し，やはり，先進的な弁理士には，そういった新しい

技術やツールをうまく使いこなすことによって，一歩

先を進んでほしいと思っています。

【鈴木】この NRIサイバーパテントで可能になった技

術で，割と良く使われているものはありますか。

【高野】審査経過情報（整理標準化データ）の中には当

然，審査に関する情報が入っているのですが，審査官，

審判官が引用した文献もデータとして入っています。

例えば，A社の特許があったとして，特許が成立す

るまでに，拒絶理由通知にて，B社の出願，C社の出

願，あるいは自社である A社の出願という形で，幾

つか引用文献がつけられると思います。そこまでの情

報は，今までも何とか取り出せましたが，コンピュー

ターの技術が発展しましたので，その逆引きを瞬時に

やってしまうことができるのです。つまり，被引用

（引用されている文献）を瞬時に取り出すことができ

るのです。

弊社で被引用情報をサービスしています。例えば先

ほどのファンドとか，融資でもよいのですが，その対

象となったある特許について，その特許が成立したと

きに引用された文献はもちろん，その特許自身を引用

している，被引用文献を見ることができるのです。被

引用文献は，似た技術を使いたがっている候補先の参

考情報となります。特許として成立したら，被引用情

報を分析することで，売り込み先や，攻める先が見え

てきます。それが逆引きで二次加工することのおもし

ろいところです。弊社は，これをリアルタイムで，新
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しいデータをどんどん蓄積しています。

考えてみればわかるとおり，引用情報というのは，

固定的です。拒絶で引用文献があったとしても，一回，

特許になったら，後から増えることはないのですが，

被引用情報はどんどん増えていきます。いい特許です

と，後から審査官がどんどん引用して，ほかの出願を

つぶしてきますから。

そういった逆引きによる被引用情報が一点です。

もう一点ですが，これも私どもが日本で初めて採用

して，今は弊社のコンペティターもやっていますが，

概念検索というエンジンを採用した検索です。キーワ

ードではなくて，文章で検索できるのです。

特に弊社で採用している概念検索エンジンは，文章

の中の単語を，どの技術方向を向いているかベクトル

で切り出します。数学をやった方は御存じだと思いま

すが，ベクトルは，足し算をしていくと 1本のベクト

ルになります。特許，一件一件をベクトル化し，特許

全体に対するベクトル群と入力した文章ベクトルの内

積をとっていくのです。そうすると，内積値の高いも

のが入力した文章に近い特許になるのです。つまり，

同じ方向を向いている特許が近い特許ですから，内積

値の高いものから順番に出力すると，類似検索ができ

るわけです。

ある注目すべき特許を特定したときに，その特許に

類似する他の特許について，弊社はワンクリックで抽

出できます。ワンクリックで「類似特許」を指示する

と，スコアの高いもの，つまり，内積値の高いものか

ら順番に出力し，特定した特許に近い特許がずらずら

表示されます。キーワードを入力したり，検索式をつ

くらなくても抽出できるのです。そういったところが，

おもしろいと思います。

【鈴木】何かいい特許，話題になる特許が見つかると，

そこから概念検索で広げていったり，引用・被引用関

係を見ていったりすることができる。また，多分，フ

ァンドにおいても，先ほどのカーブアウトで切り出し

をしましょう，どの従業員が大事なのかなという当た

りをつけるときにも，まず，この発明者の出願はこれ

だけ引用されているという形で活用できるでしょう

し，担保融資においても，一度実行した後，5年間あ

りますので，その後どうなっているのかというウオッ

チングに，人的なコストをかけるのではなくて，シス

テマティックにある程度何かできるのではないか。

なおかつ，特許の公報は，多分，金融関係の方にと

っては読みづらいものだと思うんですね。しかし，弁

理士はそれを読まないと仕事にならないところがあり

まして，こういう技術分野でこういう書き方をすると

どうなのかということを含めて，出願を中心とする弁

理士も，これの知財の活用の局面において何か新たに

役に立つ情報整理ができるかもしれない。そういう願

いがこの座談会で伝わるといいんですが。

また，ライセンスとも絡んできて，若干話題が錯綜

するかもしれませんが，高野さん，よろしくお願いい

たします。ありがとうございました。

【須田】どうもありがとうございました。

ライセンスに関する最新事情（資料 4参照）

【須田】それでは，ライセンスに関する討論に入りた

いと思います。よろしくお願いいたします。

【岩下】岩下と申します。最初に，ちょっと総論的な，

抽象的なお話になってしまいますけれども，高柳さん

が企業内でこのライセンスに非常に経験が御豊富とい

うことで，まず一点，お伺いしたいのは，事業，ビジ

ネスにとってライセンスはどういう位置づけと考えた

らよろしいんでしょうかということです。

【高柳】ライセンスは，アサインメント（譲渡）とは

全く違い，実施形態を分割でき且つ種々の付帯条件を

付けるのが通例となっています。ライセンスは，単に

特許を実施していいとか，技術を実施していいという，

オール・オア・ナッシングではなくて，例えば，医薬

分野では，もう，ものすごい附帯条件をつけることも

珍しくありません。

もちろん，製造，販売，使用のライセンス範囲にし

ても，製造だけ，販売だけ，使用だけとか，それもあ

る製品にだけとか，テリトリーも，国はもちろん，日

本の中でも，またフィールドでも分けることができる。

例えば，我々の分野でいけば，医療分野，診断とか，

また，医療分野の中でも糖尿病だけとか，事業戦略に

応じていろいろな範囲に分けられます。

それから，販売権をどうするとか，グラントバック

をどうするとか。また，グラントバック以前に，ライ

センス・アウトする代わりにライセンス・インも約束

させて，新しいビジネスのオポチュニティーをもらう

とか，独禁法等の規律は考慮しますが，あらゆる附帯

条件を検討します。

企業としては，もうそれをやらないと，せっかくの

虎の子の技術を活かせない。我々の方では

Optimization of Return（利益の最適化）と言うわけで

すけれども，特許，技術，投資─特許にするまでは
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investment（投資）なんですね─その投資をいかにリ

ターンに結びつけるか。特許にするまでの投資からリ

ターンを得るための活用の一つとして，ライセンスが

ある。もちろん自分自身でやり，ほかを排除してもい

いわけです。

中小企業の方は「いや，俺は自分のところで出来さ

えすればいいんだ。あと，独占を邪魔する者はけっ飛

ばしていればいいんだ」と言うのですが，それは非常

にもったいないのですよ。自分のテリトリーはそうか

もしれませんよ。では，アメリカであなた方はそれだ

けセールス・フォースとか何かありますかと。事業を

するフォースがあるんですかと。ない。では，何でこ

れ，生かせないのかと，いうことです。良い技術であ

ればあるほど，もう世界中に旬（しゅん）のうちにラ

イセンスすることによって，Optimization of Return

を図れるわけです。

そういう意味で，ライセンスというのは知財戦略の

一環，しかも経営戦略の重要な一つとして当然位置づ

けられなければいけないと思っています。

【岩下】それではさらに，そのビジネス上の意義，役

割を検討する上でもし大切な視点がありましたら，教

えていただきたいのですが。

【高柳】各事業とか分野によって違うと思いますけれ

ども，ライセンスはビジネスのツールであって，今，

知的財産権というのは市場経済の中で唯一独占が合法

的に許される手段ですから，これをどういうふうに展

開して収益の最大化を図るかという視点が必要です。

技術が出たから出願する，プロテクトするということ

だけではなくて，それをビジネスの戦略の一つとして

とらえる視点が全社的に必要だと思いますね。

【岩下】ライセンスを語る上で当然ながらライセンサ

ーとライセンシーという二つの立場が出てくると思う

のですけれども，まずライセンサー側で，その意義に

ついて，いろいろあると思いますけれども，もし注意

すべき項目等を挙げるとすればどのようなことになる

でしょうか。

【高柳】お手元の資料にライセンスのビジネス上の意

義というのをちょっと書かせてもらったのですけれど

も，ランセンサー側としては，やっぱりライセンスと

いうのは，自分がやって最大収益を図れる分野，地域

であれば，それが一番いいわけですが，自分ができな

いときに第三者の手によって知財を使った製品の商業

化を図るというのが一つの意義です。そういう意味で

は資源，リソーシズのアウトソーシングです。

そういうことで，先ほどのカーブアウトの話もそう

ですけれども，自社でできないものをそのまま死蔵し

てしまうのではなくて，何とか活用してそこから利益

を得るための手段としてライセンスが使われます。

それでも，先ほど申し上げましたような，いろいろ

な自社の戦略上都合のよろしい条件を要求できるわけ

ですから，最終的には受け手とのいろいろな交渉にな

りますけれども，そういうふうにそれぞれ個別の戦略

に沿ってビジネス展開をしていく。

それから，もう一つは，エレクトロニクス業界など

は自社の大きな技術を使うために，つまり freedom to

operateを確保するために，ライセンスするというこ

とです。よその特許を受けないと，この道を通れない，

ITなど技術が錯綜している分野では，自社の製品を

出すためにクロスで持っていく。そういう意味では，

自社の技術を実現するために，相手のライセンスを受

け，自分のものをライセンスしていく。そういう展開

もできますね。

もちろんライセンス収入も大事です。

それから，我々の分野ですと，アメリカなんかでは
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販売権の取得，共同販売権を取るとか，一定の期間を

過ぎたら販売権を買い取れる条項付きとかいう契約も

よくあります。

また，ライセンシーの改良技術，あるいはデータ，

医薬で言うとアメリカで先に臨床開発をやるのであれ

ば臨床データを我々が自由に使える。それは日本で承

認をとるにも非常に参考になるというか，後押しして

くれるのですね。

そして，反対給付，カウンター・プロダクトとして

の，ライセンシーが持っている別の製品技術を，包括

クロスという意味ではなくて，相手先から導入する。

医薬で言えば，本当に今，承認をとれる薬が少ないで

すから，自分のものをライセンスするときには，アメ

リカのメガファーマにライセンスするとすれば，逆に，

メガファーマが日本で臨床開発中のものの権利，例え

ば販売権を取るのです。実際に，ライセンス・アウト

したものはもう途中でドロップしたけれども，反対給

付として入れたものが大化けして，1000億円規模で

売っているという会社もあります。

そういうことで，自分の宝を嫁に出す，そうしたら

やっぱり婿を取るということにも十分使える。我々は

一品一品でもそういう使い方をしています。

【岩下】続きまして今度はライセンシー側から見た場

合の意義というのはどういうことになりますか。

【高柳】ライセンシー側から見ますと，先ほど言いま

したように自分の王道を通りたい， freedom to

operateを確保したいため，積極的な意味での包括ク

ロスライセンス契約を結ぶ。それと，侵害してしまう

ことを回避するためにライセンスを受ける。

そのほかに，化学，医薬分野では新規事業機会の創

出ということがあります。新しい製品，技術を入れる

ことによって，事業展開の new opportunityができる

わけですね。これが最大の導入インセンティブです。

特に医薬，バイオの場合は今，開発中の化合物，パ

イプラインと言いますけれども，フェーズ 1に何があ

るか，2に何があるか，3に何があるかというのは，

まあみんな大体わかるんですけれども，承認取得まで

には 10年，15年という非常に長い時間がかかります。

また，それは途中で，薬効の高い候補化合物であれば

あるほど，安全性のハードルも高く，次々と落ちてい

く。ですから，そういうものを埋めるためにどんどん新

しいものを補充していく必要があり，そのためのライ

センス・インを積極的に行おうとする訳なんですね。

メガファーマでも，今，市場に出ているものも，こ

れから出るものも，大体 3割から 4割が導入品です。

この間，日本の大手の製薬会社はアメリカのベンチャ

ーから一時金総額 80ミリオンドル，100 億円超とい

うライセンスを受けました。これにはさらにランニン

グロイヤルティーとかいろいろなものがつきます。こ

れはやっぱり新しい事業機会を得るために開発パイプ

ラインを補充したということです。良いものであれば，

そのくらいの値段がつくこともあるわけです。

【岩下】今のお話からも，ビジネス戦略にとってライ

センスは非常に重要なものであることがよくわかりま

した。ところで，弁理士への期待・要望はいかがでし

ょうか。

【高柳】弁理士，特にプロセキューションを専門とす

る方に対して一つ注文というか，そういうことを申し

上げたいんです。私も弁理士の一人ですけれども，ラ

イセンスセミナーとかいろいろなところでお話をさせ

ていただくときに，ベンチャーの方，中小企業の方，

いろいろな方がセミナーが終わってから相談に来られ

るんですね。そうするとやっぱりライセンシングの戦

略的なこと，単に契約の条件というよりも，ビジネス

をどうしたらいいのだろうか，ということ，先ほどの

附帯条件も含めてこれをどういうふうにやったら一番

自社のビジネスにとって役立つかということをよく聞

かれます。

それは弁理士さんにお話ししてもなかなか伝わらな

い。では，弁護士さんといっても，またこれも大多数

の方は技術がわからないし，そういうライセンスをや

ったことのない人はもう全くわからない。だれに相談

していいのかわからない。質問を下さる受講者からは，

わらにもすがる思いを感じます。企業にとって，もう

虎の子の技術なわけですよ。それが下手な契約をする

と取られちゃう。

そういうことで，その辺のニーズは中小企業，ベン

チャーへ行けば行くほど高いのではないかと思うんで

す。ぜひ日本弁理士会，弁理士の先生方も，特許事務

所としては特許を一件取れば一つのビジネスですけれ

ども，企業にとっては特許をとってナンボ，ではなく

て，活用できてナンボなものですから，先ほど高野さ

んもおっしゃいましたが，一件一件主義ではなくてポ

ートフォリオ的に群として，プロジェクトとして，技

術全体として，どういうふうに指導していったらいい

のか，アドバイスしていったらいいのかというところ

にも力を入れていただきたいと思っています。

【岩下】ありがとうございました。
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【須田】高柳さん，どうもありがとうございました。

全体討論

【須田】以上で大体各論の討論は終了いたしましたけ

れども，今の各ゲストの皆さんからのお話に対して何

か御質問がございましたら承りたいと思います。

【高野】参考までにですが，先ほどカーブアウトの話

の中にスピンアウトとスピンオフという話がありまし

た。私は，御紹介いただいたとおり，社内ベンチャー

制度で会社をつくっておりまして，弊社はスピンオフ

ですね（一同笑い）。そして，おっしゃるとおり文化

とか社員というのはやはりそのまま背負ってきていま

す。同じビルに親会社とグループ会社が入っています

から，よくも悪くも人と文化については大きな刺激は

ありません。それがいいところもあると思いますし，

おっしゃったとおり，新しい風を呼び込むのももちろ

んいいのかもしれませんが。

【須田】吉澤さんなどは高野さんのお話を伺って，あ，

これは使えるなというような特許情報の利用の形が見

出されたのではないかなと思うんですけれども，いか

がでしょうか。

【吉澤】まさにおっしゃるとおりです。大体，この技

術ができますという形で紹介を受けるんですね。で，

パテントはこれだけ，50件とか 100件とか，出てい

ますと。で，カーブアウトの対象で検討しましょうと

いったときに，これが一体どんな技術なのかというの

を見極めるのがすごく大変なんです。

もちろんいわゆるベンチャーキャピタル的な，これ

で将来幾ら儲かるから現在価値に引き直してどうのこ

うのという計算はするんですけれども，一番わからな

いのはやっぱり知財のところなんですよ。知財も，A

社が 100 件出していて，競合の B社は 50件出してい

てとか，そういういわゆるキーワード検索だけでは，

技術の本質みたいなものが見えてこない。

その辺の，本当の意味での知財の強さとか，あるい

は今後どういう戦略をとっていかなければいけないか

というのが，やっぱりこれからもっと取り組むべきと

ころだと思います。特に電子産業は，高柳さんから御

指摘があったように，クロスライセンスが多分一番複

雑に入り組んでいる分野でしょう。そこを解きほぐす

べきかどうかというのは結構重要な課題となっており

ますので，ぜひ何か御一緒に仕事ができることがあれ

ばなとは思いますね。

【須田】当委員の中にも非常に多種多様な問題意識を

持っている者がおりまして，松村さん，今，ライセン

スに関しては高柳さんから一通り現状ですとか将来像

ですとかについてお話がありましたが，それらをふま

えて，今日お越しのゲストの皆さんに問題提起といい

ますか，何かございましたらお願いいたします。

【松村】はい。いろいろと質問させていただきたい点

があります。先ほど高柳さんから弁理士はこうあるべ

きだという話が出て，もう結論が出てしまったような

ことになっておるんですが，そのことについても少し

議論をしたいと思うんです。

まず，知財流通におけるライセンスというのは最終

段階のところの問題だと思っております。ライセンス

という形は昔から，非常に古くから，やっておられま

して，高柳さんも相当古くからやっておられるように

思いますが，大体企業間の相対契約が多い。相対なも

のですから，水面下で行われておって，余り表面化し

ない。裁判沙汰になって新聞に載るとなれば，わかり

ますが，通常，余り表にあらわれていない。

ところが，2003年に皆さん御存じの例のピンチェ

ンジモデルという契約，つまり日本で初めて特許権を

証券化したということ，それから 2004年に信託業法

が改正されて，知的財産権が信託の対象になってきた

ということで，このあたりから知財流通の形が少し変

わってきたんではないかと，私は思っておったわけで

す。

したがって，知財流通におけるライセンスも新しい

形なり新しいことなりを考えなければならないし，弁

理士もそれに即応したことをやっていかなければなら

ないのではないかという問題意識を持っております。

今まで銀行さんは特許権のライセンスとか譲渡とか

というものには無関係であったと思われるのですが，

今の話も聞いていますと，知財の譲渡担保とか質権と

かということで，銀行さんが新しい登場人物として出

てこられたという，知財流通にとっては非常におもし

ろい場面が見えてきたのではないかと認識しておるわ

けです。

そこでまず高柳さんに御質問したいんですが，大体

ライセンスが始まる「きっかけ」はそもそもどのあた

りから来るのか。例えば相手側から話があるのか。こ

ちらから仕掛けるのか。あるいは事業ごとに例えば売

却ですとか，いろいろあると思うんですが，化学とか

薬学の分野に限って結構でございますので……。

【高柳】医薬の場合にはどこの会社も，まず，他社の

技術のライセンス・イン部隊というのがありまして，
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どこの会社がどういう技術を持っているかというのを

ものすごく詳細に，様々なつてや情報網を通して，調

査して，良いものについては片っ端から声をかけても

らいに行きます。

【松村】ほう。

【高柳】それでも，なかなかライセンス・インできる

ものが少ない。

それから，ライセンス・アウトする場合にも，いろ

いろなことを事業戦略的にやりまして，芽が出たもの

をすべて自社の研究開発費で賄っていくわけにはいか

ないので，資源配分ということで，どれを重点的に自

社で研究開発し，残りは他社にしてもらうか，という

ふるい分けをします。したがって，やっぱり技術営業

みたいな部隊が全世界を回って，どういう会社が引き

取ってくれそうかということをやっていきます。

そういうことで，一つのビジネス機会を最大化する

には，入れる方も出す方も，自ら積極的に取り組む，

というのが製薬業界です。これは特殊だと思いますけ

れどもね。

【松村】なるほど。

【高柳】侵害の警告が来たから，というのはもちろん

あります。そういうものもありますけれども，医薬業

界では非常に少ないと思いますねえ。

【松村】ありがとうございます。

小笠原さんにお聞きしたいんですけれども，先ほど，

知財担保融資ということで質権を設定したり，あるい

は譲渡担保するというふうなことがあって，そのとき

に資金が回収できなくて─これは特許権をカタにとっ

ておるんですが，その元々の特許権は売却できそうな

宛先があるものでないとだめであると言われているよ

うな気がするのですけれども─結果的にその特許権を

どこかへライセンスしたとかいうケースはございます

か。

【小笠原】あ，我々自体が権利者となってということ

ですか。

【松村】はい。

【小笠原】それはできるような契約にはなっているん

ですが，実際の例はほとんどないと思いますね。やは

りどこかに買い取ってもらう。

【松村】ああ。その特許権を買い取ってもらう。

【小笠原】ええ。要するに担保解除と我々は呼んでい

ますけれども……。ですから，当然その融資の時点に

おいては市場価値があると判断するわけですけれど

も，それはどこかに売れるだろうという判断であって，

最初からどこかに決まっているわけではありませんか

ら，我々もかなりリスクをとってやっていることには

なります。

【松村】相当なリスクですね。

【小笠原】なので，それ相応の金利をもらった上での

融資でないと成り立たないということです。

【松村】それは先ほど数％しかできないよとおっしゃ

った……。

【小笠原】まあ，その相談から融資が実現されるとい

うのはですね。

【松村】わかりました。

吉澤さんにお聞きしたいんですけれども，カーブア

ウトするときに，つまり技術のある人なり事業なりを

切り出すときに，親の持っておる特許権についてここ

の会社がライセンスを受け取るのか。あるいは譲渡を

受けるのか。それからもう一つ，ここでカーブアウト

した会社が，技術屋もおるわけですから，そこで開発

して生まれた特許権を親元へどういうふうにしておる

のか。その辺はちょっと興味深いんです。

【吉澤】いろいろなケースがあると思うんですが，今

までのケースでは基本的には特許は全部その新しくつ

くった会社に移していますね。

【松村】移す。

【吉澤】はい。移す方向でまずは話をスタートします。

それはなぜかというと，切り出した会社の価値をでき

るだけ高くするには，特許権者であること，特許権を

持っていることが一番だからです。その方向が一番価

値が上がりますというところで，まずは権利を移転す

るということをしていただいています。

その上で，親がクロスライセンスしているというこ

とで，親元にだけ，いわゆるクロスライセンシング先

にだけ，提供できるという形，いわゆる通常実施権の

ライセンスバックをするような感じの形でやっている

ケースが一つあります。

それが基本形なんですが，実はそうではなくて，親

がクロスライセンシングしているので，特許を A，B，

Cという種類に分けて，これは移せますと。これは通

常実施権を与えますと。なぜならば自分たちでも使っ

ているからと。

だから，この分野における通常実施権なのか，この分

野における独占的な通常実施権なのかというのをやる

部分。それから，クロスライセンシングをやっている

ので，もう単なる通常実施権だけをやる部分。そういう

特許の仕分けを行って，それで全部やっていますね。
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【松村】大体想像はできますが，非常に御苦労の要る

仕事ですね，そこのところは。

【吉澤】ええ。まあ，できれば全部移してもらえばい

いんですけれども，あとはメーカーさんの本当にカル

チャーというか特許戦略に一番かかるところですの

で，考え方によりますね。

【松村】先ほど申しました，その事業で新しくできた

特許の親元への影響というのは通常実施権……。

【吉澤】それは基本的には……。

【松村】しない。

【吉澤】しないですね。それはついてないです。

ただ，ソフトウエア的なライセンスの場合は，例え

ばそれでできて，かつそちらをベースにある程度改造

的なものであれば，その改造部分は共有にしましょう

とか，そういうのがついているのもあります。ソフト

ウエア的な権利も，ライセンスといいますか，出して

─いただいているものに関してはですね。特許権とい

うことではそれは今のところはないです。出てくるか

もしれませんけれども……。

【松村】ありがとうございます。

別の観点から御質問をさせていただきます。高柳さ

ん，ライセンスの形態には，特許権のみとか，特許，

プラス，ノウハウあるいは特許，プラス，ノウハウ，

プラス，設備も一緒にとか，あるいは事業丸ごととか，

いろいろなパターンがあると思うんですが，そういっ

た観点から見るとどのあたりが多うございますでしょ

うか。

【高柳】もちろんこれも業種によって違うと思います

けれども，医薬部門ではほとんどが特許，プラス，ノ

ウハウです─ノウハウというか，ある開発品の今まで

の毒性データであったり，臨床データであったり，そ

ういうものを一緒にして，物質特許等をパッケージで

ライセンスするというのがもう通常のやり方ですね。

【松村】なるほど。

【高柳】ただ，特許の侵害，不侵害で争ったものにつ

いては，最終的に和解の形でライセンスし合う場合に

は，特許だけになります。それ以外はほとんどノウハ

ウ付きのライセンスです。

それから化学等もやっぱりノウハウ，プラス，特許

という形が一番多いんじゃないでしょうかねえ。

【松村】よく休眠特許の活用ということが言われてお

るんですが，この点についてはどうお考えですか。

【高柳】休眠特許を活用できれば一番いいんですけれ

ども，先ほどもいろいろお話が出ましたが，特許はや

っぱり年間 40万件も出ますので，本当を言うと，も

うノイズがいっぱいあります。企業においても本当に

どれが有効な特許なのかという問題があるわけです。

我々の方の医薬分野は，エレクトロニクス業界と比

べると，けたが 2つ，3つ違うぐらいの数です。ただ，

外国出願が多いですね。1つの特許をメガファーマだ

と 100 カ国ぐらいに出します。我々は，最終的に

EPC各国移行をした場合でも，50より下だと思いま

すけれども，それでも 1件が 20，30に化けても，10

件持っていたら 200，300になります。

【松村】そうですね。

【高柳】それはものすごいお金がかかりますねえ。し

たがって，我々の方はできるだけ選別をして，維持要

否を検討して，全く要らないもの，それから，これは

自社では開発しないけれどもライセンスの可能性があ

るからとっておこうというものというふうに分類をし

て，期間を限ってライセンス・アウト可能なものにつ

いてはやっぱりライセンシングをいろいろやり，それ

でもだめなものは落としていくというふうにしていま

す。

エレクトロニクスのように毎年何千件，何万件出る

ような業界だと，どうやっているのか，僕はよくわか

りませんけれども，やはりその辺の目利きが必要だと

思いますね。

【松村】そういう意味ではできるだけ休眠特許になら

ないように配慮されているということですね。

【高柳】はい。大学の特許が非常に問題だと思うんで

すね。今は優遇されていますからいいですけれどもね。

特許にはなるんですけれども，そのうち本当に活用さ

れるものがどれだけあるのか。そうでないものは，持

っていると維持費がかかりますので，不良資産的な感

じがしますね。ですから，できるだけライセンシング

活動をして，まず目利きをして，ライセンスして行く，

だめなものはもう……。

【松村】落としていくと。

【高柳】落としていくと，いうことをしないとマネー

ジできないと思いますね。

【松村】なるほど。

それから，先ほど弁理士に対する注文ということで

種々お話しされておりましたけれども，私も同感でご

ざいます。契約というと，すぐさま弁護士に頼もうか

という話がよく出てくるんですけれども，どうもその

辺がちょっと違和感を私も感じておるんです。高柳さ

んは法務も一時お預かりになったということですか
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ら，その辺のこともよくおわかりと思いますが，やは

り弁理士はもう少しライセンスに対する力をつけて，

クライアントの期待に沿えるような形にしていかない

かんなと思うんです。

【高柳】私もそう思いますね。私の会社は，出身の三

菱化学もそうですけれども，知財部でライセンス契約，

技術契約，すべて掌握して，法務のダブルチェックは

受けないんですよ。そういうファンクションが知財部

の中にあるんです。

そして，やっぱり知財部でやる方がいい。まあ自分

は技術がわからなくても，同じ部とコンビを組んでや

って，いろいろな情報交換をしながら，知財をライセ

ンス，活用できるようにするにはどうすればいいかを

考える。それがまた研究にフィードバックされて知財

のサイクルがうまく回っていく。そういう意味で出願

ができるファンクションが，契約であったり，ライセ

ンスであったり，そういうこともできるようになるの

が一番理想的だと私は思います。

【松村】そうですね。私も同感です。そういった意味

で弁理士がそこまでお手伝いできるような実力をつけ

るのにどうしたらいいかというのは，また一つ，日本

弁理士会としては大きな課題であろうかと思います。

【高柳】やはり一件一件のプロセキューションだけで

なくて，その会社，クライアントのビジネス，それか

ら技術全体のバックグラウンド，技術の競争状態，そ

ういうものを広く見て，そこにコンサルを少しずつし

ていくというのが重要ではないかと思いますね。

【松村】小さい会社でも弁護士さんを顧問弁護士につ

けているところがあるんですが，顧問弁理士をなかな

かつけてくれないといううらみがちょっとあって，そ

のあたりからやっていくと，今おっしゃるようなこと

が実現できるんではないかと思いますし，また，今日

おられます日本政策投資銀行さんとか TAGさんとか

がそういった意味で弁理士を判る方もいらっしゃるわ

けですので，大いに活用していただければと思いま

す。

私の方からは大体そのあたりでございます。

【須田】引き続き，もう少し全体討論を進めていきた

いと思うんですけれども，皆さんいかがでしょうか。

【岩下】では，私の方から吉澤さんに 1点だけ。これ

はぜひ高野さんにも議論に加わっていただきたいとこ

ですが，我々弁理士はいわゆる知的財産権という素材

をつくり出している一方で，それがどういうふうに現

場で活用されているかというのがいまひとつよくわか

らないという事情があります。そこで，知的財産に関

する情報自体を入手するのは我々が非常に長けている

部分とは思うのですけれども，こういった情報があれ

ばさらにいい投資活動ができるといった点があれば，

教えていただきたいと思います。また，そうした情報

を入手するためにはやはりツールがあれば便利かなと

思いますので，そういったものは現時点で NRIの方

で実現可能なのか，今後そういうことも展開していた

だけるか，そういったところを高野さんにお話しいた

だければと思います。

【吉澤】一つは我々が対象とする技術あるいはその特

許がほかの知財を侵害していないかどうか，それをあ

らかじめどうやってきちっと把握することができるだ

ろうかというところが大きなポイントです。

それともう一つは，これは政策投資銀行さんも同じ

でしょうが，その知財の価値がどれぐらいのものであ

るか，投資するときは幾らと見込んで投資をすること

になるので，その価値が幾らであるかをきちっと把握

すること。

この 2点が我々の中で非常に重要な仕事になりま

す。これをうまく定量的にできる方法が，難しいと思

うんですけれども，常に必要だと思っているんです。

例えばカーブアウトで切り出すときに，要はこの技術

をうちは幾らだと思っていますと。買う方と売る方で

すから，この差は 100 割ぐらい離れたところからスタ

ートするわけですよね。

では，どうやって落とすかというと，余り論理的で

はないところで，ではこの辺でいきましょうかという

ところで落とす。実際のところはいわゆる特許の価値

みたいなもので決まってしまっているというところが

あるんですが……。

それは変な話であって，やっぱりお互いに納得性の

あるところでの何か落としどころみたいなものがあれ

ばいいんでしょうけれども，特に我々カーブアウトと

いうか電子産業の場合は，非常に価値の幅を広くとら

えますので，余り相場というのもない中で，どうやっ

たらいいかということになります。それをうまく論理

的にというか，まとめ上げる方法みたいなものがあれ

ばいいなというのはありますね。

【岩下】そのためにはやっぱり全体を先ほど言われた

ポートフォリオ的な群としてとらえた分析もまた重要

になっていくということですけれども，現在そういう

ツールはもう既に活用できる段階まで来ているのでし

ょうか。
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【高野】弊社は，銀行さんに対しても，あるいは，具

体名は言えませんけれども，ある団体に対しても，評

価データをお渡しすることがあります。

その中で使うデータを 3つほど紹介したいと思いま

す。一つは今おっしゃった，例えば侵害していないか

という不安については，引用情報が役立ちます。ある

特許の引用文献を見れば，それより前に出願され，審

査官が目につけた技術というのがわかりますから，そ

こはやはり当たってみるべきでしょうし，逆に，被引

用というのはもちろんライセンス先の候補になりま

す。

二つ目は，おもしろいことに，裁判になる案件はそ

の前に包袋取り寄せが概ね入ります。弁理士が包袋

（特許庁内部の書類）を閲覧請求することもあります

が，訴訟が近づくと，あるいは，水面下でもめ始める

と，閲覧件数が急激に上がります。実は弊社のサービ

スでは閲覧請求件数をカウントし提供しています。

ですから，裁判になっている案件は，閲覧件数が 2

けた，何十件になることもあります。あるいは，私は

コラム（http://bizplus.nikkei.co.jp/で連載中）などを

書くときに包袋を取り寄せたりするのですが，話題に

なっている特許は記者さんなども閲覧請求をかけるの

で，閲覧件数は，おもしろい情報だと思います。

先ほどの引用，被引用というのが，審査官から見た

知財の評価であるのに対して，閲覧請求の件数という

のはどちらかというと第三者から見た，その知財に対

する注目度ということが言えます。

三つ目は，先ほど高柳さんがおっしゃっていた重要

な特許は，特に医薬分野となれば何カ国にも出願しま

す。そうすると，当然 PCT を使われると思うのです

が，私どもはパテントファミリーのデータを持ってい

ますから，PCT を含めて何カ国に出願しているか，

つまりどれだけお金をその知財に本人企業がつぎ込ん

でいるかという，本人自身から見た評価も指標として

出せます。

ですから，その 3つの指標，つまり審査官から見た

指標と，第三者から見た指標と，本人の注力度あるい

は真剣度と，その辺をミックスすると，いろいろな投

資あるいは融資の一つの参考材料になるのではないか

と思います。

【岩下】大変参考になりました。ありがとうございま

す。

【鈴木】今の点で，まだ日本だと実現するのはなかな

か難しいんですが，特許権になった後にどのくらいの

年数，年金を支払っていらっしゃるかどうかというも

のも，業種，業界によってかなり違いますし，20年

もっているもの，もうちょっと早く，ライフサイクル

が短く，それに応じた年金管理をしているものがあり

ます。そういったも年金納付の情報も，個別の情報を

出すのはなかなか難しいでしょうが，技術分野等で統

計的にまとめて，国が，または，国から情報を得たと

ころが整理して出してもらえると有り難いです。価値

評価の観点から年金納付情報を分析をした学術論文も

何本か出てきています。

先ほど小笠原さんがヒアリングを重視しますと言わ

れましたけれども，それはどうしても担当者の主観的

な判断だと後で言われがちなんですね。その主観的な

判断と，それを裏づけるような客観的なデータとの組

み合わせによって，その虎の子の虎の子らしさ，本当

に虎の子なんですよということを合理的に説明でき

る。しかも，虎の子だったねというのがみんなわかっ

たときに手を出しても，これは儲かる可能性は金融側

から見てもビジネス側から見ても低いです。

例えば，そうですね，この辺の話はもうちょっと客

観的に何とかならないものかな，というような，知的

財産権自体でも，その情報でも，何か担保融資の現場

からの声があれば教えていただきたいのです。

【小笠原】今のお話の中で高野さんの方からあった引

用件数とか閲覧請求の件数がわかるというのは非常に

裏づけになるなあと思って，きょうは新しい発見があ

ってすごくよかったなあと思います。よく例に出され

るグーグルだったら，結局引用されている件数で上位

に行くというような形で，やっぱり引用されているほ

ど価値があるかもしれないという推測が成り立ちます

ので，それは持ち帰って，今後ぜひ，こういうやり方

もあるよということでやってみたいなと思いました。

それ以外のところはまだ新しいアイデアがなかなか

浮かんできていないんですけれども，きょうのこの座

談会ではそういう発見があったということを申し上げ

ておきたいと思います。

【鈴木】虎の子が生まれたことを本人はまだ気がつい

ていないんだけれども，競業他社や金融側が見つけち

ゃった，という局面において，虎の子を見出したファ

ンド，担保融資，ライセンスは，現状の実務もしくは

法制度によると，結構排他的なんですね。担保融資し

ようかなあと思うと，株主さんの承諾がなければそれ

ができなかったとか，カーブアウトしようにも，ライ

センス契約に譲渡禁止特約が入っているとか，ライセ
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ンス契約では，ある業種では，質入れするなという条

項ですとか，譲渡禁止特約も入れてくるだろうという

排他性です。これを局面局面でその経営者が使ってい

けるような，お互いのゆずり合いみたいなものは難し

いんでしょうか。

【吉澤】できるんじゃないんですかね。今あるんだけ

れども，いつか誰かに特許権が移転してしまうかわか

らないというのが多分，気持ち悪いところなんで，そ

れがとめられれば何かやり方はあるんだろうと思いま

す。もちろん融資と投資の関係でいけば，もしそうい

う状況であって，投資を優先させたいんだったら，融

資の部分はもうお金を返して，質権を外していただけ

れば，きれいな体になるわけですよね。そういうこと

も含めて，多分不動産なんかと同じだと思うんですけ

れども，きちっと権利関係が整理できるんであれば，

そこは解決できると思うんですよ。ちゃんとした，政

策投資銀行さんみたいなところがそういうふうに質権

者であれば，多分できるんですね。それがよくわから

ない状況で，権利関係が複雑で，もうどうしようもな

くなっているというと，これはちょっと危険だから手

が出せないかなという判断かもしれません。

【鈴木】質権を設定していて，仮に実行しなければい

けなくなった場合，質権設定後に許諾した通常実施権，

ライセンスというのは，金融側は解除すると思います

か。法的には解除できるわけですね。

【小笠原】そうですねえ。今の話とも絡んでくるんで

すけれども，結構，確かにいろいろ複雑になってきて

いまして，やっぱり一番時間がかかるのが担保解除の

ときの権利関係が錯綜しているときとか，あと，非常

に声の大きい人がいて，なかなかこちらの思うように

進まないときとかで，そういうのが増えてきています。

ですので，そこら辺が逆に言うとうちの，まあ，もし

かすると，銀行内部のリソースにおいては，確かに足

りない部分かもしれません。うちの銀行の顧問弁護士

がいても，先ほどのお話のとおり，顧問弁理士はいな

いという世界になってくるので，そこを解きほぐすや

り方というのはまだまだこちらも勉強しなければいけ

ない部分かなあと思います。

具体的な事例とかは今ぱっと思いつかないんで，ち

ょっとお答えになってないかもしれないんですけれど

も，そこは確かに課題だと思います。

【鈴木】虎の子のライセンスを受けるときはやはり担

保融資するなとかという実務が多いんですか。

【高柳】そういう，担保がついているとかいうのは，

余り経験がないですね。それよりも，ベンチャーなん

かはもう，そのライセンスでもってひとつ大きくしよ

う，あるいは IPOをしようと考えていますので，ま

ず担保で資金調達というよりも，やっぱりベンチャー

キャピタルとかそういうものからエンゼルを探して，

そのためにも名のあるところにライセンスをして，と

いう風潮でしょうか。

総括～各ゲストから各方面への要望を中心に～

【須田】全体の討論を進めてまいりましたけれども，

最後にきょう御参加いただきましたゲストの方々から

こういう方面にこういうお願いが今後できるのではな

いかというようなお話も含めて，一言いただくととも

に，座談会に参加した委員の方からは今日こういう気

づきがあったというようなところを一言いただければ

と思います。

それでは，テクノロジー・アライアンス・インベス

トメントの吉澤さんからお願いいたします。

【吉澤】きょうは本当にいろいろ勉強させていただき

まして，ありがとうございます。少しずつやっぱりこ

の電子産業における切り出しみたいなことをずっとや

っていく中で，ライセンスというかこの辺の知財の扱

いは当初簡単に考えていたより大分難しいのかなとい

うのがわかってきたような感じがするんですね。

例えば特許戦略にしても，幾つかの会社がもう絶対

ライセンスを外へ出さないという戦略を始めている。

初め，その合理性というのがよくわからなかったんで

すね。要は，使っていない休眠とか使い切れていない

特許だったら，どんどん出せば，それを現金化してい

けば，それが本当に世の中のためになるからいいんじ

ゃないかというようなところがあって，そうだろうと

思っていたんですが，例えば，特に電子産業とか半導

体というのは非常にもうメッシュが細かく，特許がだ

ーっと連綿と出ている。それは 1社であるわけではな

くて，幾つもの会社がともかくいろいろな領域にとて

つもない数の特許を出していて，どの会社も他社の特

許を侵害しないではいられない状態で多分でき上がっ

ちゃってるんですね。

そうすると，例えばある部分をライセンスします，

いいでしょうと言った場合に，外に出しますと言った

ら，通常その特許だけを受け取る人はいなくて，では

この特許を使うんだからその周辺で使うほかの特許

も，A社さんの特許は全部免責してくださいという話

に大体なるわけですよ。そうすると，それはできない
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よねと。やっぱりここの部分だけライセンスするなら

いいけれども，その周りの特許というふうにずうっと

やっていくと，もうすべて全部，特許は連綿と関連し

ているので，一部だけ切り出したクリアな状態でのラ

イセンスがもはや特許としてできなくなってしまっ

て，そうすると，自分の本業からとんでもなく離れた

アイランドにある特殊な技術であればまあいいかもし

れないけれども，本業に近ければ近くなるほど，もう，

特許に関しては身動きがとれなくなっている。お互い，

そうなっていて，結局技術を外に出せない。

実際には日本の大手企業同士は，訴えるかというと，

訴えないわけですよ。ただ，いつでも訴えられるよと。

そのかわり訴えてきたら訴え返せるんだよというとこ

ろの抑止力だけでその関係が維持されている。こんな

業界なんですよね。

今，済みません，ちょっと話が変わってきますが，

半導体とか電子産業で一番怖いのが実はベンチャーな

んですよ。それも特に物をつくらないベンチャー，ラ

イセンスを中心にしているベンチャーは怖い。なぜか

というと，ある特許をばーっと出してきて，これはう

ちの特許を侵害しているから何とかしてくれと言われ

ると，相手が大手だったら大手メーカーはクロスで必

ず相手も自分の特許をどこか侵害しているので，当て

られるんですけれども，ベンチャーでライセンスだけ

でやっていると，もう，相手を刺す道具を大手メーカ

ーは持っていないからです。そこで大変なことにな

る。

そういうことで，実は大手メーカーさんが一番恐れ

ているのはそういったベンチャーの技術であって，そ

の辺の構造の中で各社，本当にライセンスとかそうい

うものをすごく恐れているなと思っています。

それで，何をお願いするかというところなんですが，

今までちょっと幾つかお願いすることを言ってしまっ

たんで，今ここで何か別のことというのはないんです

けれども，要はそういう複雑性がある技術分野と言わ

れたけれども，その複雑さをやっぱりわかるようにし

たい。で，価値をわかるようにしたい。そういうこと

を常に思っているので，その辺の何かお手伝いという

かアドバイスというか，そんなことが……。

いわゆる全体特許戦略というか，この特許をどうい

うふうに通すというよりは，全体の特許ポートフォリ

オの中でどういう方向性をつけるとこの事業はうまく

いくか，みたいなところの話ができるかどうかという

のがまあ，すごく悩んでいるところですね。なかなか

今，解がないんですけれども……。済みません。ちょ

っととりとめのない話になってしまいました。

【須田】ありがとうございました。

それでは政策投資銀行の小笠原さん，お願いしま

す。

【小笠原】お願いごとということなので，きょうの論

点に出なかった部分でちょっと一つ申し上げたいなと

思うんですが，我々銀行サイドから見ていますと，世

の中を全体的に見れば資金調達環境は改善しているわ

けなんです。特に首都圏にある企業であれば，銀行も

たくさんありますし，ベンチャーキャピタルも，いい

会社だなと思えばすぐに出資するような感じになって

きていますので，そこはそれでいいなあと思うんです

けれども，やはりまだそれが日本全国の各地方までは

広がっていない。

では，地方の企業に対してどういうふうな融資をや

るかというところにおいて，知財担保というツールが

出てくるわけなんですけれども，要はそれに対しての

準備がまだできてない企業があるとか，いいものを持

っていても，まだそういう知財戦略すらできていない

企業，埋もれている企業がたくさんあるんではなかろ

うかな，そういうところがもっと表に出てきて，スム

ーズに資金調達できるような感じになっていくことが

必要かなあと思います。

我々も全国に支店があって，各地方銀行さんといろ

いろ共同でやって，地方のいい企業を発掘しようと頑

張ってはいるんですけれども，もう少しそれの動きに

合わせて全国各地の弁理士さんの方々と何か一緒にで

きたらいいなあと思っています。まあ，それはある意

味でお願いというわけではないんですが……。

以上です。

【須田】ありがとうございました。

高柳さん，お願いします。

【高柳】私は先ほど申し上げたとおりなんですけれど

も，やはり弁理士も我々の頃と違ってもう数が相当増

えていますし，その中で弁理士自身も生き残っていか

なければならないという競争状態にありますよね。

企業も弁理士にアウトソーシングして，出願もそう

ですけれども，いろんなことをお願いしている。ただ，

今までのように出願だけではなくてやっぱり，特に中

小のそういう機能を持たないところについては先ほど

のようなコンサル的な役割を果たす。別にコンサル契

約，顧問契約をとらなくても，積極的にいろいろその

会社の技術であったりビジネスであったりというもの
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を理解して，本当は企業側にも責任があるんですけれ

ども，もう少し，一つの特許の出願をお願いするのでは

なくて，このバックグラウンド技術はこうですよ，その

中のこういう位置づけにある特許ですということをお

願いし，あるいは弁理士の方もそういうことを聞く。

実はこれは審査官も非常に歓迎するんですね。うち

なんかは審査もできるだけヒアリング，インタビュー

に行くよう発破を掛けています。ピンポイントだけで

はなくて，全体を─まあ，皆さん，今，パワーポイン

ト，うまいですからね，研究者も。全体の中のこうい

うことで，中のこれがこうですよというのは社内でも

幾らでもやっているわけですよ。もっともっと審査官

にも弁理士さんにもそういう位置づけを理解してもら

った上で仕事をしてもらう。

これは日本だけではなくて，アメリカでもヨーロッ

パでもみんな歓迎ですよね。特にわからないところは

研究者が直に行って，熱弁を振るったら，まあ，審査

官も熱心に聴いてくれますね，ほんとに。投資すると

きも同じだと思うんですけれども，そのくらいの熱意

が欲しい。グレーゾーンがある技術というのが非常に

今多いですよね。そこでどっちかなあというふうに悩

んでいるときに，それだけのことを示されると，なる

ほどということで，熱意が通じる。そういうところも

ありますので，ぜひ弁理士さんも熱意を持ってクライ

アントに接していただきたいと思います。

【須田】どうもありがとうございました。

高野さん，お願いいたします。

【高野】皆さんが言われていることと重複してしまい

ますが，一つの特許から複数の特許との関係を見る，

あるいは事業との関係を見るということが大切です。

知財だけではなくて，やはり，キャッシュフローがあ

って，あるいは事業に活用してこそ価値があるのです。

皆さん，言葉こそ違いますけれども，多分おっしゃっ

ていることは，事業との絡みで見ていかないと知財と

いうのはだめだということだと思います。単体から複

合的に見ていくというのと，さらに知財と事業とを絡

めて見ていくということです。俯瞰的に，上から全体

を見渡すような力を弁理士は身につけて，専権業務と

言われているもの以外のプラスアルファー部分を膨ら

ましていくとよいと思います。

そして，そのプラスアルファーを膨らますためには，

ITを駆使していかなくてはならないし，最新のいろ

いろなツール，いろいろな情報を活用するのがよいと

思います。

【須田】どうもありがとうございました。

それでは，岩下さんお願いいたします。

【岩下】きょうの感想みたいなことを一言お話しさせ

ていただきたいと思います。我々弁理士は，明細書を

作成するという仕事が多いのですが，このような場で，

異業種とは言えないにしても，我々とは違った形で知

財に係わっている方々とお話ができたということで，

非常に有効な情報を得ることができたと思います。

いわゆるファンドのお話も，カーブアウトとは，お

話を聞くまでどういう枠組みかがよくわかっていなか

ったのですが，知財を活用するための非常にすばらし

い仕組みができ上がったのだということを理解するこ

とができました。

またこれは，恐らくこれは相当の熱意がないとでき

ない，いわゆるコーディネーター的なお仕事なのでは

ないかと思うのですが，話に聞けば，第 1号の会社は

別の会社から代表の方を呼んできたそうで，その方を

説得するのにも相当の熱意が必要だったということは

もう推して知るべしではないかと思っています。

私の所属するこの委員会も，知財の流通流動化に関

する弁理士の活躍の場を検討しているわけですが，や

はりそういった熱意がまずは必要不可欠であって，積

極的に異業種の方と交流させていただくことからいろ

いろなノウハウが蓄積されていくのではないかなとい

う印象を持った次第でございます。

きょうはどうもありがとうございました。

【須田】鈴木さん，お願いします。

【鈴木】きょう御参加いただいた方々や企画で時間を

使ってくれた方々に感謝申し上げるとともに，これを

読んだ弁理士が，この座談会の続きのようなことを仕

掛けてみよう，というのであれば，知財流通流動化検

討委員会に配属希望を出していただき，続きを，だれ

かしてください。以上です。

【境】今回は座談会を通していろいろな，ふだんお目

にかかれない方とお話しさせていただくことができ

て，大変貴重な経験だったと思います。どうもありが

とうございました。

鈴木さんの意見とも重複するんですけれども，我々

弁理士の専門的知見というのは権利活用の局面でもい

ろいろ発揮できると考えております。ですから，知財

の流通流動化に興味を持つ弁理士が増えることを願っ

ております。以上でございます。

【松村】きょうはどうもありがとうございました。私

の感想は，知財ファンドとか，そういったいろいろな
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ものを物の本で今まで読んで，勉強もしてまいりまし

たし，カーブアウトについても一応の知識は持ってお

ったつもりでございますけれども，今，改めて現場で

実際にやっておられる方のお話を聞いて，非常に感銘

を受けた次第です。また，知財信託というのは政策銀

行さんの方でもまだだというふうなこともお聞きして

おりますが，今後，そういった話も出てくると楽しみ

だなと思っております。

それから，弁理士については，高柳さんがおっしゃ

いましたように，企業にやはり出向いて，向こうから

顧問になってくれと言われるぐらいの熱意でやらない

とだめやなということだと思いますね。どうもありが

とうございました。

【愛智】ありがとうございました。ほかの方と同じな

んですけれども，皆さんの御意見がもうほんと，新鮮

で，感動いたしました。これからは木を見て森も見ら

れる弁理士にならなければいけないということを肝に

銘じました。

あと，今日みたいなものも含めて，得られた知識を

活用しないまま休眠知識にしないように（笑い），プ

ロセキューション弁理士ではありますが，自分の実務

に何らかのフィードバックができるよう努力したいと

思います。ありがとうございました。

【須田】本日は御多忙の中，座談会に御出席いただき

まして，まことにありがとうございました。皆さんの

お話を伺うことで，我々弁理士の各テーマに関する将

来的な関与の具体的なイメージが明確になってきたと

思います。

例えば，ファンドにつきましては複雑な知財ポート

フォリオをきれいに整理する。そういう仕組みという

ところで，常日ごろ私どもは事業や製品と発明との関

係を意識して明細書等を書いておりますので，事業と

知財の関係，先ほども話に出ましたけれども，そうい

った目利きにもなり得ると思うんですね。そういうと

ころで関与できるのではないか，そのような印象を持

ちました。

また，知財担保融資につきましても，担保設定前の

価値評価ですとか処分時の評価というところに客観性

を提供できるのではないかなと思いました。

知財情報に関しましては，まさに高野さんのところ

のツールを使って，お客様に新たな情報提供というサ

ービスを提供する上で，弁理士が間に噛むのも一つ，

ありなのではないかという印象を持ちました。具体的

には高野さんに御提供いただく情報をわかりやすく翻

訳して，中小，ベンチャー，知財に余り関与していな

いお客様に対して説明するプレーヤーとして弁理士が

関与するような形も将来的にはあり得るのではないか

という印象を私自身は持ちました。

ライセンスに関しましてはやはり高柳さんの「熱意」

という言葉が大変印象深かったんですけれども，弁理

士がライセンスというところで業務をやっていく上で

は事業戦略，企業戦略，さらには企業会計といったも

のを把握した上で，しかも経験を積んで，やっていか

なければいけないということで，これを読んだ方の中

にそういうテーマについて興味を持たれて，熱意を持

って取り組んでくれる方が生まれるのではないかと思

っております。

最後になりますけれども，当委員会では今後もこの

知財流通流動化につきまして調査，研究を進めてまい

ります。本日は，この委員会が今後活発な活動を進め

ていく上でも有益な問題提起をいただきました。また，

おそらくきょうお話しいただいた皆さん方の内容に惹

かれて，知財流通流動化について前向きに取り組みを

開始される方が生まれるのではないか，そのように思

いました。

本当にきょうは御多忙の中，御参加いただきまして，

誠にありがとうございました。これをもちまして，座

談会を閉会とさせていただきます。

以上

注

座談会開催時。2007年 5月 1日より協和発酵工業株

式会社，理事，知的財産部長に就任されている。

キャピタル・ゲインは，資産価値の上昇による利益

です。未公開企業の株式という資産は，上場によって

その価値が大きく上昇します。この株式上場による利

益を投資家の方々に分配します（吉澤）。

アライアンスは，企業提携・合併などを意味する。

ここでは，足りない技術を見極めて外から持ってくる

という企業間の関係構築を含む（吉澤）。

IPO or Initial Public Offeringは，未公開株を株式市場

に上場して公開すること。
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投資によって，売上高及び利益を増加させることがで

きるという合理的な計画が求められます（小笠原）。
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